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３・人口と世界 わたしの選択 国別編 ドイツ、２０

年超かけ出生率浮上 男性育休補償手当増（2022年

12月 16日、日本経済新聞、朝刊、p.5） 

日本の出生率の低下は長らく言われ続け、政府は少

子化対策を次々と実施しています。しかし、未だ出生

率の低下に歯止めはかかりません。少子化は、長期的

な展望をもって辛抱強く取り組まなければならない、

重要な問題であることがドイツの話から見えてきま

す。 

 

日本人は古くから、変化について「ゆく河の流れは絶

えずして、しかももとの水にあらず」（鴨長明『方丈記』）

といいました。絶えず変化している世の中に、現代の私

たちは鈍感でありすぎました。 

しかし、「不易流行」（松尾芭蕉）―いつまでも変わらぬ

ものとその時々に応じて変わるもの、この正反対のもの

のバランスをとることこそが、ニッポンの伝統文化であ

り、世界に比類なき文化であると思うのです。 

今年は、世の変化に目を向けつつも右往左往せず、変

化の中にある不変のものを大切にするニッポン人とし

て、自信と誇りをもって歩みたいと思います。 

 

皆様にとって、今年が良き年でありますよう、心より

お祈りいたします。 

(宇久田進治) 
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新しい年を迎えました。皆様新年をいかがお迎え

になりましたでしょうか。 

昨年はいろいろなことが世界で起こりました。そ

の収拾がつくのか、世界がどうなっていくのかは、

誰にもわかりません。そんな不安定な世の姿を映

す、年末の日経の記事を紹介させていただきます。

この３つを見ると、時代の変化を感じ、世のトレンド

をよく知ることができます。 

 

１・風呂なし物件若者捉える シンプルライフ築く

礎に（2022年 12月 17日、日本経済新聞、夕刊、

p.1） 

すべての若者ではないにしろ、この「シンプルライ

フ」を求める若者が多いようです。田舎暮らしや移

住がもてはやされるのも、そのようなトレンドの表

れでしょう。皆が揃って派手なものを好む時代か

ら、それぞれが自分に合った多様なライフスタイル

を選ぶことを重視する時代へと変わっているようで

す。 

 

２・今年の貿易赤字が最大に 1～１１月で１８兆円 

通年で更新確実 円安・資源高、輸出も鈍く（2022

年 12月 16日、日本経済新聞、朝刊、p.5） 

円安や資源高が化石燃料に依存する日本経済の

構造の脆弱さを浮き彫りにしています。 
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事業を興す場合、個人事業主として開業するか、又は会社を設立して開業するか、２通りが

あります。 

個人事業主・会社どちらもメリット・デメリットがありますが、今回は会社を選択したことを前

提で、ご説明させて頂きます。 

■会社形態の種類 

現在の会社法（2006 年施行）では、以下の 4 つの中から種類を選択することができ、会社形態によって様々

な特徴があります。※有限会社は上記の会社法から設立することが出来なくなり、それまでの存在していた有

限会社のみ、特例有限会社として株式会社と同等に扱われます。 

 株式会社 合同会社 合資会社 合名会社 

出資者 1人以上 1人以上 2人以上 1人以上 

出資者の責任 ※有限責任 ※有限責任 ※無限責任 

※有限責任 

※無限責任 

社会的信用度 高い やや低い 低い 低い 

資本金 1円以上 1円以上 規定なし 規定なし 

決算公告 必要 不要 不要 不要 

設立時の費用 登録免許税 15万円～ 

＋ 

定款認証 3万円～ 

＋ 

印紙 4 万円（電子認証

の場合は不要） 

登録免許税 6 万円

～ 

＋ 

印紙 4 万円（電子認

証の場合は不要） 

登録免許税 6万円 

＋ 

印紙4万円（電子認

証の場合は不要） 

登録免許税 6万円 

＋ 

印紙4万円（電子認

証の場合は不要） 

利益の配分 出資額に比例 定款で決められる 定款で決められる 定款で決められる 

※有限責任と無限責任の違い 

会社が倒産した場合に、出資者が会社の債権者に対して、どこまで責任を負うかの違いとなります。有限責任

の場合は出資額を限度として責任を負うのに対し、無限責任の場合は負債総額の全額の責任を行うこととなり

ます。ただし、有限責任の場合でも金融機関から融資を受ける際に、代表者に対して個人保証を求められるケ

ースが多くあり、その場合は事実上、無限責任を負っている形となります。 

上記の表のように、それぞれメリット・デメリットがありますので、ご自身に合った会社形態を選択して頂くこと

が一番ですが、一般的には有限責任である株式会社又は合同会社を選択されることが多いです。 

 

■会社設立の手順 

 

 

 

 

① 会社名や資本金の額など、大まかな事項を決定し、会社印鑑を作成する 

② 定款（会社のルールとなるもの）を作るため、上記の会社名ほか、事業目的なども決める 

③ 法務局に申請する書類を作成 

④ 公証役場にて上記で作成した定款の認証を受ける ※株式会社のみ必要 

⑤ 法務局に登記申請 

（起業支援事業班）  

個人事業主か、会社を設立するか 

① 設立準備 ④定款の認証 ②定款作成 ⑤登記申請 ③登記書類作成 
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私のおススメは「サウナ」です。 

 

【ととのう】 

・・・サウナ、水風呂、休憩を何度か繰り返すことにより、心身が完璧に調和された状態。 五感が冴える、疲労

が取れる、雑念が消えるなど様々な効果があると言われている。プロサウナー濡れ頭巾ちゃん発祥のワ

ード。 サウナタイム【サウナWiki】抜粋 

 

【基本のサウナの入り方】 

1.サウナ（約 6～12分） 

2.水風呂（約 1～2分） 

3.外気浴（約 5～10分） 

こちらを３回繰り返します。 

…そうなのですが、Don't Think.Feel!でいきましょう。 

 

珍就活としてサウナを新卒採用に取り入れる合同説明会が紹介されていました。一度サウナに社長と求職者

が入り、その後面接すると一体感から話しやすいそうです。面白そうですね。ぜひご家族や友人と一体感を。 

 

【最近行ったところ 2か所ご紹介します。】 

１． 清川村ふれいあいセンター 温泉ではなく、大山の湧き水です。のんびり

した食堂とカラオケボックスもあります。サウナの温度が最適でした。 

 

２．秋川渓谷 瀬音の湯 

 

バリアフリーになっているので高齢者でも安心。露天風呂の横に水風呂とサウナ

があります。 

お風呂から出たら、テラスでの軽食がおすすめ。 

                                           （小畑 永子） 

  

 

 

10日 12月分源泉所得税（毎月）・12月分特別徴収住民税の納付期限 

20日 源泉所得税（納期の特例）の納付期限 

31日 法定調書合計表・給与支払報告書・償却資産税申告書の提出期限 

 

※今月は納税や各種書類の提出があり、ほとんどの事業様はいずれかに該当します。 

 納付や提出の漏れがないようご注意のほどよろしくお願いします。 

 

職員 小畑 

 

 

の 

1月カレンダー 
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毎週日曜日 18時～18時 29分 FM83.1 

日曜日の夕暮れ時は、 

『ざいつきげんの音楽鍋』 でよいひと時を♪ 

 

 

所長・職員一同、みなさまからのご意見・ご感想をお待ちしております 
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                     消費税これからは無視できません！      

 

A社 「御社のインボイス番号教えてください。」  

B社 「まだ登録していません。」 

A社「弊社はインボイス番号をもたない業者とは取引できなくなりました。」 

 

上記の A社・B社のように、親会社から仕事をもらう業者はこんな話題に 

なるかもしれません。業種・業態により、免税業者も最終決定の時期を迎えます。 

内容を理解し、届け出するか否か。消費税は事業を営んでいる以上避けて通れません。 

                                                       （宇久田 進治） 
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さわやか土曜塾 

しばらくお休みいたします。 

 

 

新年明けましておめでとうございます、宇久田秀雄です。 

今年もよろしくお願いいたします。 

 

皆様へのご報告が遅れてしまいましたが、私は昨年 8月に税理士登録をしました。 

今後の宇久田進治税理士事務所は、所長の「宇久田進治」と私「宇久田秀雄」の税理士二名体制で遂行し

てまいります。特に今までと大きく変わることはございませんが、私自身は登録をしたことで改めてこの仕事

をしていくことの職責を強く感じております。 

私共がご提供させていただく税務サービスについて、より一層皆様のお役立てができますように、本誌「と

らい＆グロウ」の名称の通り、常に学び、そして皆様とともに成長していけるよう努めてまいりますので、事務

所のスタッフともども今後とも何卒よろしくお願いいたします。 

 

私は宇久田進治税理士事務所と併設している株式会社経営センターグロウの代表取締役を兼任しておりま

す。経営センターグロウは税務以外の経営支援、相続支援等を行っている会社です。税務以外でお困りのこと

（･･･と言っても税務の周辺業務になりますが･･･）などがございますときはお気軽にお声掛けいただけますこ

と合わせてお願い申し上げます。 

                                          (宇久田 秀雄) 


